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(57)【要約】
【課題】実際に用いられる蛍光薬剤の特性に応じて適切
な視認性と安定性とを確保できる内視鏡装置を提供する
。
【解決手段】蛍光観察モードに設定された場合、光源装
置は励起光と参照光を発生し、ＣＣＤは蛍光と参照光で
撮像し、投与された蛍光薬剤のＴＢＲ値の入力により、
マトリクス係数決定回路は、ＴＢＲ値に応じたマトリク
ス係数を決定し、演算部を構成するマトリクス回路は決
定されたマトリクス係数を、第１の合成画像を構成する
３つの色成分画像に乗算して、ＴＢＲ値に応じて視認性
と安定性を確保した第２の合成画像を生成し、カラーモ
ニタは第２の合成画像を表示する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
蛍光薬剤が与えられた被検体を照明するために、前記蛍光薬剤を励起して蛍光を発生させ
る励起光と、前記被検体の形態情報を取得するための参照光とを発生させる光源部と、
　前記被検体からの光を受光して撮像画像を生成する撮像部と、
　前記蛍光薬剤の視認性に関する情報を入力する情報入力部と、
　前記撮像部において前記被検体からの蛍光を受光して生成される蛍光画像と、前記撮像
部において前記参照光で照明された前記被検体からの光を受光して生成される参照光画像
と、をそれぞれ異なる複数の色成分に割り当てる色割り当て部と、
　前記色割り当て部において割り当てられた前記異なる複数の色成分に対してマトリクス
係数を乗算するマトリクス演算を行ない、観察画像を表示するための表示部に前記マトリ
クス演算の結果を出力する演算部と、
前記情報入力部から入力される前記蛍光薬剤の視認性に関する情報が、前記視認性の機能
が高い値の場合程、前記蛍光の強度が変動した場合における前記表示部における前記観察
画像の色調の変化を抑制するように、前記演算部が乗算に用いる前記マトリクス係数を決
定する決定部と、
　を有することを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　前記蛍光薬剤の視認性の機能が異なる複数の情報と、該複数の情報にそれぞれ対応する
複数の前記マトリクス係数とを対応付けた対応付け情報として記憶する記憶部を有し、
　前記決定部は、前記情報入力部から入力された前記情報に基づき、前記記憶部に記憶さ
れた前記対応付け情報から前記演算部が乗算に用いる前記マトリクス係数を選択し、
前記演算部は、選択された前記マトリクス係数を用いて乗算することにより前記第２の合
成画像を生成することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項３】
　前記色割り当て部は、前記蛍光画像を赤色に、前記参照光画像を緑色と青色とに割り当
て、
　前記決定部は、前記蛍光薬剤の視認性の機能が低い値の場合程、前記赤色の蛍光画像に
対して乗算する第１のマトリクス係数要素の値を大きくし、前記蛍光薬剤の視認性の機能
が高い値の場合程、前記赤色の蛍光画像に乗算す第２のマトリクス係数要素の値を大きく
するようにして、前記表示部に表示される観察画像の色成分画像としての緑色成分画像と
青色成分画像とをそれぞれ生成するように蛍光薬剤の視認性に関する情報に応じて、前記
第１、第２のマトリクス係数要素を持つ前記マトリクス係数を決定することを特徴とする
請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　更に、前記赤色に割り当てられる前記蛍光画像信号と、前記緑色及び前記青色に割り当
てられる前記参照光画像信号と、を所定の比率で加算して明るさ信号値を生成する明るさ
信号生成部と、
　前記明るさ信号生成部により生成された明るさ信号値と、前記明るさの目標値と、を比
較した結果に基づき前記光源部が発生する光の強度を調整する調光信号を生成する調光部
と、を有し、
　前記明るさ信号生成部は、前記蛍光薬剤の視認性に関する情報、又は前記演算部におい
て乗算される前記マトリクス係数に応じて前記所定の比を調整することを特徴とする請求
項３に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　前記記憶部は、前記蛍光薬剤の視認性に関する前記情報として、複数種類の前記蛍光薬
剤を投与した場合における病変部と正常部とを蛍光により撮像した場合の輝度の比率を表
すＴＢＲの値にそれぞれ対応付けて前記マトリクス係数を記憶し、
　前記情報入力部から前記蛍光薬剤の視認性に関する前記情報としての前記ＴＢＲの値が
入力されることにより、前記決定部は、前記ＴＢＲの値に対応付けられた前記マトリクス
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係数を前記演算部に出力すること特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項６】
　前記色割り当て部は、前記蛍光画像を第１の色成分に割り当て、前記参照光画像を第２
の色成と第３の色成分とに割り当て、
　前記演算部は、前記第１の色成分に割り当てられた前記蛍光画像に対して、前記マトリ
クス係数をそれぞれ形成する第１のマトリクス係数要素、第２のマトリクス係数要素それ
ぞれを乗算して前記視認性の機能に対応した前記第２の色成分、前記蛍光の強度が変動し
た場合における該変動を抑制して知覚させる前記第３の色成分にそれぞれ相当し、前記表
示部に表示される前記観察画像を形成する第２の画像、第３の画像をそれぞれ生成し、
前記第２の色成分に割り当てられた前記参照光画像及び前記第３の色成分に割り当てられ
た前記参照光画像に対して、前記マトリクス係数を形成する一定の値となる第３のマトリ
クス係数要素を乗算して加算し、前記表示部において表示される前記観察画像を形成する
前記第１の色成分に対応する第１の画像を生成することを特徴とする請求項１に記載の内
視鏡装置。
【請求項７】
前記決定部は、前記情報入力部から入力される前記蛍光薬剤の視認性に関する情報が、前
記視認性の機能が低い値の場合程、前記第１の色成分に乗算される前記第１のマトリクス
係数要素の値を大きくし、
前記視認性の機能が高い値の場合程、前記第１の色成分に乗算される前記第２のマトリク
ス係数要素の値を大きくするように前記マトリクス係数を決定することを特徴とする請求
項６に記載の内視鏡装置。
 
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は蛍光薬剤が投与された被検体に対する蛍光と参照光の合成画像を生成する内視鏡
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡は、医療分野等において広く用いられるようになっている。また、従来に
おいては、可視領域の照明光の下で患部等を肉眼で観察する場合と同等の観察ができる通
常光観察の他に、蛍光薬剤を投与して蛍光観察することも行われるようになっている。 
　蛍光観察を行う場合、蛍光画像と、通常光画像とを合成する合成画像を表示する内視鏡
装置も提案されている。 
　例えば、特開２０１２－２１７６７０号公報の従来例においては、画像処理部により通
常光画像（参照光画像）と蛍光画像との合成画像において蛍光画像を適切に観察できるよ
うにするために、両者の特性（γ値、輝度レベル、コントラスト等）のバランスを適切に
調節する信号増幅処理等を施すことを開示している。 
また、この従来例においては、蛍光の画像信号を合成画像のＧチャンネル、通常光画像の
Ｒチャンネル及びＢチャンネルの画像信号を、それぞれ合成画像のＲチャンネル及びＢチ
ャンネルに割り当てることにより、合成画像を擬似カラー表示することを開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２１７６７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来例は、蛍光画像と通常光画像（参照光画像）の合成画像をＲＧ
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Ｂ擬似カラー画像として生成する場合、病変部に対応する蛍光色の視認し易さとしての視
認性と、蛍光の強度の変動に対する背景色の変動しにくさとしての安定性の観点からＲＧ
Ｂの比率を決定することを開示していない。 
　上記視認性と安定性は、蛍光薬剤の特性によって適切な値が異なるために、蛍光薬剤が
異なる場合にも適切な視認性と安定性とを確保できることが望まれる。 
本発明は上述した点に鑑みてなされたもので、実際に用いられる蛍光薬剤の特性に応じて
適切な視認性と安定性とを確保できる内視鏡装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一態様の内視鏡装置は、蛍光薬剤が与えられた被検体を照明するために、前記
蛍光薬剤を励起して蛍光を発生させる励起光と、前記被検体の形態情報を取得するための
参照光とを発生させる光源部と、前記被検体からの光を受光して、撮像画像を生成する撮
像部と、前記蛍光薬剤の視認性に関する情報を入力する情報入力部と、前記撮像部におい
て前記被検体からの蛍光を受光して生成される蛍光画像と、前記撮像部において前記参照
光で照明された前記被検体からの光を受光して生成される参照光画像と、をそれぞれ異な
る複数の色成分に割り当てる色割り当て部と、
　前記色割り当て部において割り当てられた前記異なる複数の色成分に対してマトリクス
係数を乗算するマトリクス演算を行ない、観察画像を表示するための表示部に前記マトリ
クス演算の結果を出力する演算部と、
前記情報入力部から入力される前記蛍光薬剤の視認性に関する情報が、前記視認性の機能
が高い値の場合程、前記蛍光の強度が変動した場合における前記表示部における前記観察
画像の色調の変化を抑制するように、前記演算部が乗算に用いる前記マトリクス係数を決
定する決定部と、を有する。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、実際に用いられる蛍光薬剤の特性に応じて適切な視認性と安定性とを
確保できる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は本発明の第１の実施形態の内視鏡装置の全体構成を示す図。
【図２】図２は回転フィルタに設けられた色フィルタの構成を示す図。
【図３】図３は色フィルタ等の透過特性を示す図。
【図４Ａ】図４ＡはＬＵＴの内容を表形式で示す図。
【図４Ｂ】図４ＢはＴＢＲ値の説明図。
【図５】図５は第１の実施形態の代表的な処理内容を示すフローチャート。
【図６】図６は図６における蛍光観察モードの場合におけるマトリクス係数の設定処理を
示すフローチャート。
【図７】図７は本発明の第２の実施形態の内視鏡装置の全体構成を示す図。
【図８】図８は調光回路に設けたＬＵＴの内容を表形式で示す図。
【図９】図９は第２の実施形態の代表的な処理内容を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。　
（第１の実施形態）
　図１に示すように、本発明の第１の実施形態の内視鏡装置１は、被検体の内部に挿入さ
れる撮像部を内蔵した内視鏡２と、内視鏡２に照明光を供給する光源装置３と、内視鏡２
の撮像部から出力される撮像信号に対する信号処理を行い、合成画像（第１の合成画像及
び第２の合成画像）を生成する信号処理装置としてのビデプロセッサ４と、ビデオプロセ
ッサ４により生成された内視鏡画像をカラー表示するカラーモニタ５と、符号化された内
視鏡画像を圧縮画像として記録するファイリング装置６とを有する。 
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また、内視鏡装置１は、蛍光観察する場合に用いられる蛍光薬剤における視認性に関する
情報を入力する情報入力部を構成するキーボード７と、キーボード７から入力された視認
性に関する情報が入力されることにより、蛍光観察モードにおける蛍光画像と参照光画像
とから第２の合成画像を生成する場合のマトリクス係数を決定する決定部を構成するマト
リクス係数決定回路８とを有し、ビデオプロセッサ４は、（蛍光観察モードの場合におい
て）視認性と安定性を満たす内視鏡画像としての第２の合成画像を生成する。
【０００９】
内視鏡２は、被検体１０の体腔内に挿入される挿入部１１を有し、挿入部１１の後端（基
端）には観察モードを切り替えるスイッチとしてのモード切替スイッチ１３が設けられた
操作部１２を有する。また、挿入部１１内及び操作部１２内には照明光を伝送するライト
ガイド１４が挿通され、操作部１２から延出されたケーブル内を挿通されたライトガイド
１４の入射端面は、光源装置３に着脱自在に接続される。 
光源装置３から出射される照明光は、ライトガイド１４の入射端面に入射（供給）され、
ライトガイド１４の先端面から照明レンズ１５を経て体腔内の患部等に照射される。照明
レンズ１５は挿入部１１の先端面に設けられた照明窓に取り付けられている。なお、後述
するように光源装置３は、通常光観察モードにおいては、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）
の波長帯域の面順次の照明光を出射し、蛍光観察モードにおいては蛍光撮像を行うための
Ｒの波長帯域の励起光と、Ｇの波長帯域の参照光とを面順次の照明光として出射する。
【００１０】
挿入部１１の先端部には、照明窓に隣接して設けられた第１の観察窓には第１の対物レン
ズ１６ａが取り付けられ、第２の観察窓には第２の対物レンズ１６ｂが取り付けられ、第
１の対物レンズ１６ａ、第２の対物レンズ１６ｂの各結像位置には撮像部を構成する撮像
素子として例えば電荷結像素子（ＣＣＤと略記）１７ａ、１７ｂがそれぞれ配置されてい
る。 
また、第２の対物レンズ１６ｂとＣＣＤ１７ｂとの間には、バリアフィルタ（又は励起光
カットフィルタ）１８が配置され、バリアフィルタ１８は、対物レンズ１６ｂを通ってＣ
ＣＤ１７ｂに結像される入射光における励起光をカットし、かつ蛍光と参照光を透過する
特性に設定されている（後述する図参照）。ＣＣＤ１７ａは、通常光観察モードにおいて
使用される通常光撮像用ＣＣＤを形成し、ＣＣＤ１７ｂは、蛍光観察モードにおいて使用
される蛍光撮像用ＣＣＤを形成する。 
蛍光観察モードにおいては、蛍光観察モードにおける撮像部を形成するＣＣＤ１７ｂは、
励起光が照射のされた被検体１０（を構成する生体組織）から発せられる蛍光により被検
体１０を撮像した蛍光撮像画像（又は蛍光画像）の撮像信号（蛍光撮像信号とも言う）を
出力し、参照光が照射された被検体１０（の反射光）を撮像した参照光撮像画像（又は参
照光画像）の撮像信号（参照光撮像信号とも言う）を出力する。
【００１１】
　光源装置３は、照明光路に沿って、照明光を発光するキセノンランプ２１と、キセノン
ランプ２１の照明光の光量を調整する絞り２２と、絞り２３を通った照明光を面順次光に
する回転フィルタ２３と、回転フィルタ２３を経た面順次光を集光してライトガイド１４
の入射端面に入射させる集光レンズ２５とが配置され、更に光源装置３は、回転フィルタ
２３を回転駆動する（フィルタ回転用）モータ２６ａの回転を制御する制御回路２７を備
える。なお、モータ２６ａは、例えば１フレーム分の画像信号を生成する１フレーム期間
に１回転する。 
また、モータ２６ａは、例えば照明光路と垂直な方向に移動するラック２８ａに取り付け
られ、このラック２８ａは、移動用モータ２６ｂの回転軸に取り付けたピニオンギア２８
ｂと噛合している。また、光源装置３内に設けた電源回路２９は、キセノンランプ２１に
点灯用の電力を供給して発光させると共に、モータ２６ａ，２６ｂに対しても駆動信号を
供給する。なお、照明光を発光する光源としてのキセノンランプ２１の代わりに、例えば
白色光を発生する白色発光ダイオードを用いても良い。
【００１２】
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図１に示す回転フィルタ２３は（以下に説明する第１のフィルタ組が照明光路上に配置さ
れた）通常光観察モードの設定状態であり、この設定状態においてモード切替スイッチ１
３が操作されると、ビデオプロセッサ４内に設けたモード切替回路３１がモード切替の操
作を検出して、モード切替信号を発生する。モード切替信号により移動用モータ２６ｂが
回転して、回転フィルタ２３，モータ２６ａをラック２８ａ毎、図１における上方向Ａに
移動し、第２のフィルタ組が照明光路上に配置される状態にする。 
また、第２のフィルタ組が照明光路上に配置された蛍光観察モードの設定状態においてモ
ード切替スイッチ１３が操作されると、モード切替信号により移動用モータ２６ｂが逆方
向に回転して、回転フィルタ２３，モータ２６ａをラック２８ａ毎、下方向に移動し、第
１のフィルタ組が照明光路上に配置される状態になる。 
回転フィルタ２３は、図２に示すように、円盤状に構成され中心を回転軸とした２重構造
となっており、外側の円周部分には通常光観察モードの場合の照明光を生成する第１のフ
ィルタ組を構成するＲフィルタ２３Ｒ，Ｇフィルタ２３Ｇ，Ｂフィルタ２３Ｂが配置され
、内側の円周部分には蛍光観察の場合の照明光を生成する第２のフィルタ組を構成する励
起光を生成する色フィルタとしての２つのＲフィルタ２３Ｒｅと、参照光を生成する色フ
ィルタとしてのＧフィルタ２３Ｇｒとが配置されている。
【００１３】
図３は、Ｒフィルタ２３Ｒ，Ｇフィルタ２３Ｇ，Ｂフィルタ２３Ｂの透過特性（実線）と
、Ｒフィルタ２３Ｒｅと、Ｇフィルタ２３Ｇｒ（２点鎖線）の透過特性を示す。Ｒフィル
タ２３Ｒ，Ｇフィルタ２３Ｇ，Ｂフィルタ２３Ｂは、それぞれＲ，Ｇ，Ｂの波長帯域を一
部がオーバラップする広帯域の透過特性を有する。 
Ｒフィルタ２３Ｒｅは、蛍光観察に用いられる蛍光薬剤に照射する励起光を透過するよう
に設定されており、本実施形態においては、例えば５８０－６４５ｎｍの波長帯域の光を
透過するように設定している。また、蛍光観察の場合において、蛍光観察部位の形状、輪
郭等の形態情報を取得するための参照光画像（反射光画像）成分を取得できるようにする
ための参照光を生成するＧフィルタ２３Ｇｒは、５３０－５５０ｎｍの波長帯域の光を透
過するように設定している。 
また、図３においてバリアフィルタ１８の透過特性を点線で示す。バリアフィルタ１８は
、参照光を生成するＧフィルタ２３Ｇｒの透過波長帯域となる５３０－５５０ｎｍの波長
帯域の光を透過すると共に、励起光の波長帯域をカットし、（複数種類の）蛍光薬剤が蛍
光を発生する波長帯域を含むように例えば６８０－８００ｎｍの波長帯域の光を透過する
ように設定している。回転フィルタ２３は、モータ２６ａにより、例えば図２の矢印Ｂで
示すように回転される。
【００１４】
ＣＣＤ１７ａ，１７ｂは信号線を介して、ビデオプロセッサ４内の切替回路３２ａ，３２
ｂと接続される。両切替回路３２ａ，３２ｂは、モード切替回路３１のモード切替信号に
より、連動して切り替えられる。なお、後述する切替回路３８、４２ａ，４２ｂ，４２ｃ
もモード切替回路３１のモード切替信号により、連動して切り替えられる。 
図１の設定状態（通常光観察モードの設定状態）では、接点ａがＯＮし、この状態におい
てはビデオプロセッサ４内のＣＣＤドライバ３３は、ＣＣＤ１７ａにＣＣＤ駆動信号を印
加し、ＣＣＤ１７ａは、その撮像面に結像された光学像を光電変換した撮像信号を出力し
、この撮像信号は切替回路３２ａの接点ａを経てビデオプロセッサ４内のアンプ３４に入
力される。蛍光観察モードの場合には、両切替回路３２ａ，３２ｂ、３７、４２ａ，４２
ｂ，４２ｃは、接点ｂがＯＮするように設定される。 
アンプ３４で増幅された撮像信号は、プロセス回路３５に入力され、相関二重サンプリン
グ（ＣＤＳと略記）処理されて信号成分を有するベースバンドの画像信号が生成される。
プロセス回路３５の出力信号は、Ａ／Ｄ変換回路３６に入力され、Ａ／Ｄ変換回路３６は
、アナログの画像信号をデジタルの画像信号に変換して出力する。なお、本明細書におい
ては、画像と該画像を表す画像信号とは、実質的に同じ意味で用いる。
【００１５】
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Ａ／Ｄ変換回路３６から出力される画像信号は、ホワイトバランス（図１ではＷＳと略記
）回路３７に入力されると共に、スルーして切替回路３８の接点ｂに入力される。 
ホワイトバランス回路３７は、通常光観察モードの設定状態（図１の設定状態）の場合に
おいて、白色の基準被写体を撮像した場合には、カラーモニタ５により基準被写体を内視
鏡画像として表示した場合に、内視鏡画像が白色となるようにホワイトバランス回路３７
内のアンプのゲインを調整する。ホワイトバランス回路３７から出力される画像信号は、
切替回路３８の接点ａを経てセレクタ３９に入力される。また、蛍光観察モードの場合に
おいてホワイトバランス回路３７をスルーした画像信号は接点ｂを経てセレクタ３９に入
力される。 
セレクタ３９は、タイミングジェネレータ（以下、ＴＧと略記）４５により、回転フィル
タ２３の回転に同期して入力される画像信号を３つの同時化メモリ４０ａ，４０ｂ，４０
ｃに格納する。また、ＴＧ４５は、制御回路２７、ＣＣＤドライバ３３、アンプ３４，プ
ロセス回路３５、Ａ／Ｄ変換回路３６、ホワイトバランス回路３７にタイミング信号等を
印加し、それぞれがタイミング信号等に同期して動作する。
【００１６】
本実施形態においては、通常光観察モードの設定状態の場合には、ＣＣＤ１７ａによって
Ｒ，Ｇ，Ｂの照明光の場合にそれぞれ撮像された場合のＲ，Ｇ，Ｂの色成分画像がＲ，Ｇ
，Ｂの画像として、同時化メモリ４０ａ，４０ｂ，４０ｃにそれぞれ格納される。これに
対して、蛍光観察モードの設定状態の場合には、ＣＣＤ１７ｂによってＲの励起光で撮像
された場合の蛍光撮像画像に対応する蛍光画像が同時化メモリ４０ａに、Ｇの参照光の場
合で撮像された場合の参照光撮像画像に対応するＧの色成分画像が参照光画像として、２
つの同時化メモリ４０ｂ，４０ｃに格納されるように色成分を割り当てる。 
従って、同時化メモリ４０ａ，４０ｂ，４０ｃは、撮像部により被検体１０からの蛍光を
受光して生成される蛍光画像と、参照光で照明された被検体１０からの光を受光して生成
される参照光画像と、をそれぞれ異なる複数の色成分に割り当てる色割り当て部を形成す
る。 
同時化メモリ４０ａ，４０ｂ，４０ｃに格納された画像は、１フレーム期間後に同時に読
み出され、マトリクス回路４１を形成する３つの乗算回路４１ａ，４１ｂ，４１ｃにそれ
ぞれ入力されると共に、切替回路４２ａ，４２ｂ，４２ｃの接点ａにそれぞれ印加される
。
【００１７】
マトリクス回路４１は、色割り当て部を形成する同時化メモリ４０ａ，４０ｂ，４０ｃか
ら出力される３つの色成分画像に対して、演算部を構成するマトリクス回路４１によりマ
トリクス変換を行うことにより合成画像を生成する。 
切替回路４２ａ，４２ｂ，４２ｃの各接点ｂには、マトリクス回路４１の乗算回路４１ａ
，４１ｂ，４１ｃで乗算された合成画像を形成する３つの色成分画像がそれぞれ印加され
る。切替回路４２ａ，４２ｂ，４２ｃもモード切替信号により連動して切り替えられる。
 
　マトリクス回路４１を形成する乗算回路４１ａ，４１ｂ，４１ｃには、マトリクス係数
決定回路８から、キーボード７による入力情報としての（蛍光観察モードの際に被検体１
０に投与されている蛍光薬剤の視認性に関する情報）に対応して可変設定される３つのマ
トリクス係数要素Ｍｒ，Ｍｇ，Ｍｂ（図４Ａ参照）からなるマトリクス係数Ｍが（乗算係
数として）入力される。なお、以下に説明するようにマトリクス係数要素Ｍｒは、視認性
に関する情報が変化しても固定された値となる。
【００１８】
そして、マトリクス回路４１の乗算回路４１ａ，４１ｂ，４１ｃは、同時化メモリ４０ａ
，４０ｂ，４０ｃから出力される蛍光画像の画像信号としてのＲの色信号、参照光画像の
画像信号としてのＧ、Ｂの色信号と、マトリクス係数Ｍとを乗算した３つの乗算信号をマ
トリクス回路４１の出力信号として切替回路４２ａ，４２ｂ，４２ｃの各接点ｂに印加す
る。具体的には、マトリクス回路４１に入力されるＲ，Ｇ，Ｂの（色信号の）色成分画像
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をＲｉｎ，Ｇｉｎ，Ｂｉｎとし、マトリクス回路４１から出力されるＲ，Ｇ，Ｂの（色信
号の）色成分画像をＲｏｕｔ，Ｇｏｕｔ，Ｂｏｕｔとし、マトリクス係数Ｍを規定する複
数の係数要素となる３つのマトリクス係数要素をＭｒ，Ｍｇ，Ｍｂとした場合、マトリク
ス回路４１は、以下の式（１）ようにマトリクス変換を行い、変換された色信号の色成分
画像Ｒｏｕｔ，Ｇｏｕｔ，Ｂｏｕｔを合成画像として出力する。本実施形態においては、
マトリクス係数要素をＭｒを１に規格化している（Ｍｒ＝１）。
【００１９】
　［式１］

　なお、式（１）と図４Ａの表とから分かるように、マトリクス係数Ｍを形成する係数要
素としてのＭｒ，Ｍｇ，Ｍｂ（図４ＡではＭｒ：Ｍｇ：Ｍｂ）は、マトリクス変換された
合成画像におけるＲ，Ｇ，Ｂ色成分画像が生成される場合の係数要素の値で示している。
 
　まず、色割り当て部を構成する同時化メモリ４０ａ，４０ｂ，４０ｃは、蛍光画像が割
り当てられた第１の色（第１の色は赤色）の画像と、前記参照光画像がそれぞれ割り当て
られた第２の色（第２の色は緑色）の画像及び第３の色（第３の色は青色）の画像を生成
する。 
【００２０】
　そして、演算部を構成するマトリクス回路４１は、第１の色の画像に対して、マトリク
ス係数Ｍをそれぞれ形成する第１のマトリクス係数要素Ｍｇ、第２のマトリクス係数要素
Ｍｂそれぞれを乗算して（蛍光の強度による病変部の）視認性の機能に密接に関連する前
記第２の色、蛍光の強度が変動した場合における該変動を抑制して知覚させる前記第３の
色にそれぞれ相当し、合成画像を形成する第２の画像となる色成分画像Ｇｏｕｔ、第３の
画像となる色成分画像Ｂｏｕｔをそれぞれ生成し、更に第２の色の画像及び前記第３の色
の画像に対して、マトリクス係数Ｍを形成する一定の値となる第３のマトリクス係数要素
Ｍｒを乗算して加算したものを前記第１の色に相当し、合成画像を形成する第１の画像と
してのＲｏｕｔを生成する。 
　マトリクス回路４１は、式（１）に示すようにマトリクスの対角線に沿った係数要素が
０となるマトリクス係数Ｍを用いて入力される（色割り当て部が出力する）複数の色成分
画像から合成画像を生成するマトリクス変換を行うため、マトリクス変換により色成分画
像全てに対してそれぞれ異なる色の色成分画像に色変換を行って合成画像を生成するとも
言える。
【００２１】
　式（１）により、蛍光画像の色成分となる蛍光色の病変部に対する該蛍光色の視認し易
さとしての視認性と、蛍光強度の変動に対する（背景画像の）背景色の変動しにくさ（又
は背景色の変動を抑制して知覚させる機能）としての安定性とを保持する合成画像を生成
するようにマトリクス変換を行う。 
マトリクス回路４１は、実質的に、蛍光観察モードの場合においてのみ、入力される画像
信号をマトリクス係数Ｍを用いてマトリクス変換した合成画像（の画像信号）を後段側に
出力する。図１においてはマトリクス回路４１の外部に切替回路４２ａ，４２ｂ，４２ｃ
を設けた構成を示しているが、マトリクス回路４１が切替回路４２ａ，４２ｂ，４２ｃを
含む構成にし、蛍光観察モードの場合においては入力される複数の色成分画像（の画像信
号）に対してマトリクス変換を行った合成画像（の画像信号）を後段側に出力し、通常光
観察モードにおいては、入力される画像（の画像信号）に対してマトリクス変換を行うこ
となく、入力される画像（の画像信号）をそのまま出力するようにしても良い。
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【００２２】
マトリクス係数決定回路８は、図４Ａに示すように視認性に関する情報としての蛍光薬剤
のＴＢＲ値（Tumor Backgraund Ratio Value）と、（入力される色成分画像Ｒｉｎ，Ｇｉ
ｎ，Ｂｉｎに対応して設定された）３つのマトリクス係数要素Ｍｒ，Ｍｇ，Ｍｂ（上記の
ようにＭｒは１に規格化）からなるマトリクス係数Ｍとを対応付けた対応付け情報を表形
式で記憶（格納）したルックアップテーブル（ＬＵＴと略記）８ａを備える。また、ＬＵ
Ｔ８ａには、代表的なＴＢＲ値に対応付けた蛍光薬剤Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３，…Ｍｎ…の情報
も格納されている。 
従って、術者等のユーザは、キーボード７から蛍光観察に用いる蛍光薬剤の視認性に関す
る情報としてのＴＢＲ値をマトリクス係数決定回路８に入力することにより、マトリクス
係数決定回路８は、ＴＢＲ値に対応するマトリクス係数ＭをＬＵＴ８ａから選択して決定
し、マトリクス回路４１に出力する。演算部を構成するマトリクス回路４１は、決定され
たマトリクス係数Ｍを用いてマトリクス回路４１に入力される入力画像信号と乗算する演
算を行う。
【００２３】
蛍光薬剤のＴＢＲ値は、病変部に対応する蛍光高輝度領域と、病変部の周辺にある正常部
（背景部）に対応する蛍光低輝度領域との各々の輝度の比率として定義される。図４Ｂは
ＴＢＲ値（の定義）の説明図を示す。 
未定又は既知のＴＢＲ値を有する蛍光薬剤を投与して病変部５１をＣＣＤ１７ｂにより蛍
光撮像した場合に得られる病変部５１の画素値をＩｔとし、病変部５１の周辺の正常部５
２をＣＣＤ１６ｂにより蛍光撮像した場合に得られる正常部５２の画素値をＩｂとした場
合、ＴＢＲ（値）Ｖは
Ｖ＝Ｉｔ／Ｉｂ　　（２）
により得られる。より単純化して、ＴＢＲ（値）Ｖは、蛍光薬剤を投与した場合における
病変部５１と正常部５２とを蛍光撮像した場合の輝度の比率を表すと述べても良い。この
ようにして、蛍光薬剤に対して予めＴＢＲ値を算出することができる。そして、ＬＵＴ８
ａに蛍光薬剤に対応付けてＴＢＲ値を格納することができる。
【００２４】
また、ユーザは、キーボード７からＴＢＲ値を入力する代わりに、蛍光観察に用いる蛍光
薬剤の情報を入力することにより、マトリクス係数決定回路８は、入力された蛍光薬剤に
対応するマトリクス係数ＭをＬＵＴ８ａの対応付け情報から決定し、マトリクス回路４１
に出力することもできる。 
また、マトリクス係数決定回路８は、ＬＵＴ８ａには含まれないＴＢＲ値の場合に対して
も、ＬＵＴ８ａに格納されている代表的な情報を用いて、当該ＴＢＲ値に対応するマトリ
クス係数を補間により決定する例えば補間回路８ｂを備える。 
切替回路４２ａ，４２ｂ，４２ｃから出力される画像信号は、それぞれＤ／Ａ変換回路４
３ａ，４３ｂ，４３ｃに入力され、切替回路４２ａ，４２ｂ，４２ｃは、入力信号をアナ
ログの画像信号に変換して、カラーモニタ５のＲ，Ｇ，Ｂチャンネルに出力すると共に、
符号化回路４４に出力する。カラーモニタ５は、Ｒ，Ｇ，Ｂチャンネルに入力された第２
の合成画像の画像信号をそれぞれＲ，Ｇ，Ｂの色でカラー表示する。
【００２５】
符号化された画像信号は、ファイリング装置６に出力され、ファイリングされる。 
通常光観察モードにおいては、公知のようにＲ，Ｇ，Ｂの照明光のもとで観察部位を撮像
したＲ，Ｇ，Ｂの色信号の画像を通常光画像としてカラーモニタ５でカラー表示する。 
これに対して、蛍光観察モードにおいては、励起光の照明の下で被検体１０における患部
等の観察部位から発せられる蛍光により撮像した場合の蛍光画像をＲチャンネルの色に割
り当て、Ｇの参照光による照明もとで（反射光として）撮像した場合の参照光画像をＧ及
びＢチャンネルの色に割り当てて、複数の色成分画像を生成する。 
更に、Ｒチャンネルの色と、Ｇ及びＢチャンネルの色に対してマトリクス回路４１により
蛍光薬剤に応じて決定したマトリクス係数Ｍを用いてマトリクス変換を行い、生成した合
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成画像の画像をカラーモニタ５に出力し、カラーモニタ５により、視認性と安定性を確保
した擬似カラーの合成画像を表示する。
【００２６】
図１に示すようにモード切替回路３１は、モード切替信号を調光パラメータ切替回路４６
に出力する。調光パラメータ切替回路４６は、回転フィルタ２３の第１のフィルタ組ある
いは第２のフィルタ組に応じた調光パラメータを調光回路４７に出力し、調光回路４７は
調光パラメータ切替回路４６からの調光パラメータに基づき光源装置３の絞り２２を制御
し、適正な明るさ制御を行う。 
蛍光観察モードにおける複数の色成分画像を生成する色割り当て部を少なくとも含む画像
生成回路４８は、図１におけるアンプ３４～同時化メモリ４０ａ、４０ｂ、４０ｃにより
構成される。 
蛍光観察モードにおいてカラーモニタ５で表示される蛍光画像の色成分画像と参照光画像
の色成分画像とを合成する合成画像は、上記のように蛍光画像の色成分画像と、蛍光画像
の背景画像となる参照光画像の色成分画像とからなる複数の色成分画像からマトリクス変
換により生成される。
【００２７】
本実施形態においては、蛍光観察モードにおいてカラーモニタ５に表示する擬似カラーの
合成画像を表示する場合、人間の視覚神経伝達モデルにおいて視覚上、鋭敏な特性を示す
赤色のチャンネルに割り当てられた蛍光画像から、式（１）のようにＴＢＲ値に応じて可
変設定されるマトリクス変換を行うことにより、ＴＢＲ値が変化した場合においても、蛍
光画像を表す赤色の病変部５１を視認し易くする視認性と、安定性を確保した合成画像を
生成する。換言すると、ＴＢＲ値が変化した場合において、マトリクス係数Ｍを固定した
場合には、視認性と安定性が適切に設定されない画像になってしまう欠点を、ＴＢＲ値に
応じてマトリクス係数Ｍを可変設定することにより、この欠点を解消する。 
また、本実施形態においては、マトリクス係数決定回路８は、蛍光薬剤の特性として、Ｔ
ＢＲが大きい（高い）場合には、安定性を確保する機能（要因）を大きくして、視認性と
安定性を確保し、ＴＢＲが小さい（低い）場合には、視認性を確保する機能（要因）を大
きくして、視認性を優先して確保するようにマトリクス係数を決定する。なお、蛍光薬剤
としては、視認性が高いのもの方が望ましいが、実際には蛍光薬剤の種類によって、視認
性の高いものと低いものが存在する。
【００２８】
図４Ａに示すようにＬＵＴ８ａには、以下のようなマトリクス係数Ｍを予め記憶（格納）
する記憶部の機能を有する。 
ＬＵＴ８ａは、蛍光薬剤のＴＢＲ値が小さくなる程、視認性の機能を高めるようにマトリ
クス回路４１に入力される蛍光画像の色成分画像（に相当する入力信号）Ｒｉｎに乗算す
る（第１のマトリクス係数要素としての）マトリクス係数要素Ｍｇを大きくし、蛍光薬剤
のＴＢＲ値が大きくなる程、安定性の機能を高めるように蛍光画像の色成分画像（に相当
する入力信号）Ｒｉｎに乗算する（第２のマトリクス係数要素としての）マトリクス係数
要素Ｍｂを大きくして、合成画像の色成分画像としての緑色成分画像としてのＧｏｕｔ、
青色成分画像としてのＢｏｕｔをそれぞれ生成するように、蛍光薬剤の視認性に関する情
報（具体的にはＴＢＲ値）に応じて、マトリクス係数要素Ｍｇ，Ｍｂを持つマトリクス係
数Ｍを記憶（格納）している。 
また、ＬＵＴ８ａは、参照光画像が割り当てられた第２の色（緑色）の画像及び前記第３
の色（青色）の画像に対して、前記マトリクス係数を形成する一定の値（具体的には１）
となる第３のマトリクス係数要素となるマトリクス係数要素Ｍｒを乗算して加算したもの
を第１の色（赤色）に相当し、合成画像を形成する第１の画像となる色成分画像Ｒｏｕｔ
を生成する。
【００２９】
本実施形態の内視鏡装置１は、蛍光薬剤が投与される被検体１０を照明するために、前記
蛍光薬剤を励起して蛍光を発生させる励起光と、前記被検体１０の形態情報を取得するた
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めの参照光とを発生させる光源部を構成する光源装置３と、前記被検体１０からの光を受
光して、撮像画像（の信号）を生成する撮像部を構成するＣＣＤ１７ｂと、前記蛍光薬剤
の視認性に関する情報を入力する情報入力部を構成するキーボード７と、前記撮像部にお
いて前記被検体１０からの蛍光を受光して生成される蛍光画像と、前記撮像部において前
記参照光で照明された前記被検体１０からの光を受光して生成される参照光画像と、をそ
れぞれ異なる複数の色成分に割り当てる色割り当て部を形成する同時化メモリ４０ａ，４
０ｂ，４０ｃと、前記色割り当て部において割り当てられた前記異なる複数の色成分（画
像）に対してマトリクス係数を乗算するマトリクス演算を行い、観察画像を表示するため
の表示部としてのカラーモニタ５にマトリクス演算の結果を出力する演算部を構成するマ
トリクス回路４１と、前記情報入力部から入力される前記蛍光薬剤の視認性に関する情報
が、前記視認性の機能が高い値の場合程、前記蛍光の強度が変動した場合における前記表
示部における前記観察画像の色調の変化を抑制するように、前記演算部が乗算に用いる前
記マトリクス係数を決定する決定部を構成するマトリクス係数決定回路８と、を有するこ
とを特徴とする。
【００３０】
　次に本実施形態の動作を図５のフローチャートを参照して説明する。 
内視鏡装置１の電源が投入され、初期設定の状態で内視鏡装置１は動作状態となる。例え
ば通常観察モードで動作するように初期設定がされているとする。この場合には、ステッ
プＳ１に示すように内視鏡装置１は、通常光観察モードで動作する。 
通常光観察モードの場合には、光源装置３は図１に示す状態、つまり照明光路上に回転フ
ィルタ２３の外周側が配置された状態となり、またビデオプロセッサ４は切替回路３２ａ
，３２ｂ，３８，４２ａ，４２ｂ，４２ｃにおける各接点ａがＯＮした状態となる。ステ
ップＳ２に示すように光源装置３は、通常光としてのＲ，Ｇ，Ｂの面順次光）を発生する
。また、ビデオプロセッサ４は、ＣＣＤ１７ａにＣＣＤ駆動信号を印加し、ＣＣＤ１７ａ
により撮像した撮像画像の撮像信号に対する信号処理を行う。 
ステップＳ３に示すようにカラーモニタ５は、通常光で撮像した通常光画像を表示する。
術者等のユーザは、内視鏡２を被検体１０内に挿入し、被検体１０内の患部等を観察する
。患部等が病変部の可能性があるような場合において、蛍光観察モードで観察することを
望む場合には、ユーザはモード切替スイッチ１３を操作し、蛍光観察モードに切り替える
。
【００３１】
ステップＳ４に示すようにモード切替回路３１は、モード切替スイッチ１３の操作の有無
、換言すると観察モードの切替を監視している。観察モードの切替が行われない場合には
、ステップＳ３の処理に戻り、カラーモニタ５は、通常光で撮像した通常光画像を表示す
る。 
一方、観察モードの切替の操作が行われるとモード切替回路３１は、モード切替信号を発
生し、光源装置３のモータ２６ｂを駆動し、回転フィルタ２３の内周側部分が照明光路上
に位置するように移動する。つまり、ステップＳ５に示すように光源装置３は、蛍光観察
モードに対応した照明光としての励起光と参照光を発生する。 
また、モード切替回路３１は、モード切替信号によりビデオプロセッサ４内の切替回路３
２ａ，３２ｂ，３８，４２ａ，４２ｂ，４２ｃにおける各接点ｂがＯＮする状態に切り替
える。 
また、ステップＳ６に示すようにユーザは、キーボード７から被検体１０に投与した蛍光
薬剤の視認性に関する情報としての例えばＴＢＲ値を入力する。
【００３２】
すると、ステップＳ７に示すようにマトリクス係数決定回路８は、入力されたＴＢＲ値に
対応するマトリクス係数ＭをＬＵＴ８ａから決定する。つまり、マトリクス係数決定回路
８は、実際に使用される蛍光薬剤に対応したマトリクス係数Ｍを決定する。マトリクス係
数決定回路８は、決定したマトリクス係数Ｍをマトリクス回路４１に出力する。マトリク
ス回路４１は、式（１）に従ったマトリクス演算を行い、演算結果で生成した合成画像を
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形成する３つの色成分画像Ｒｏｕｔ，Ｇｏｕｔ，Ｂｏｕｔを出力する。
マトリクス回路４１に入力される蛍光画像と参照光画像に対してマトリクス回路４１によ
りマトリクス変換により生成される合成画像は、蛍光画像と参照光画像とをＴＢＲ値に応
じて適切な視認性と安定性を持つように合成したものとなる。 
　そして、ステップＳ８に示すようにカラーモニタ５は、蛍光画像と参照光画像を合成し
た合成画像を観察画像として表示する。
【００３３】
　ユーザは、合成画像を観察することにより、通常光画像の場合よりも患部における蛍光
薬剤の集積の程度に対応した蛍光強度の様子から病変の程度を診断し易くなる。 
ステップＳ９に示すようにモード切替回路３１は、モード切替スイッチ１３の操作の有無
、換言すると観察モードの切替を監視している。観察モードの切替が行われない場合には
、ステップＳ８の処理に戻り、カラーモニタ５は、蛍光観察モードで撮像した第２の合成
画像を表示する状態を継続する。 
一方、観察モードの切替の操作が行われるとモード切替回路３１は、モード切替信号を発
生し、光源装置３のモータ２６ｂをステップＳ５の場合と逆方向に移動させるように回転
駆動し、図１に示す状態に設定する。つまり、ステップＳ１０に示すように光源装置３は
ステップＳ２の場合と同様に通常光を発生する。そして、ステップＳ３に示す処理に戻る
。
【００３４】
なお、図５においては、蛍光薬剤のＴＢＲ値を入力する処理を、蛍光観察モードに切り替
えた後のステップＳ６において行う場合で説明したが、ステップＳ６よりも前に行うよう
にしても良い。例えば初期設定を行う最初のステップにおいて、蛍光薬剤のＴＢＲ値を入
力し、マトリクス係数決定回路８は、ＴＢＲ値の入力後、又は蛍光観察モードに切り替え
られた直後に、決定したマトリクス係数Ｍをマトリクス回路４１に出力するようにしても
良い。 
また、図５においては、キーボード７から入力されたＴＢＲ値がＬＵＴ８ａに存在する（
又はＬＵＴ８ａに含まれる値の）場合で説明したが、入力されるＴＢＲ値が、ＬＵＴ８ａ
に含まれないＴＢＲ値の場合においても、図６に示すように補間回路８ｂにより補間を用
いて対応するマトリクス係数を決定するようにしても良い。 
図５のステップＳ６により、蛍光薬剤のＴＢＲ値が入力された場合、ステップＳ１１に示
すようにマトリクス係数決定回路８（の補間回路８ｂ）は、入力されたＴＢＲ値がＬＵＴ
８ａに存在するか否かを判定する。以下においては入力されたＴＢＲ値をＶで表す。
【００３５】
入力されたＴＢＲ値Ｖが図４Ａに示すようにＬＵＴ８ａに存在する場合には、ステップＳ
７に示すように入力されたＴＢＲ値Ｖに対応するマトリクス係数ＭをＬＵＴ８ａから簡単
に決定する。 
一方、入力されたＴＢＲ値ＶがＬＵＴ８ａに存在しない判定結果の場合には、ステップＳ
１２に示すように補間回路８ｂは、ＬＵＴ８ａにおける既知の複数のＴＢＲ値に対するマ
トリクス係数Ｍの特性曲線を用いて入力されたＴＢＲ値Ｖに対応するマトリクス係数を決
定する。この場合、既知の複数のＴＢＲ値に対するマトリクス係数要素Ｍｇ、Ｍｂの各特
性曲線を用いて入力されたＴＢＲ値Ｖに対応するマトリクス係数要素Ｍｇ，Ｍｂを決定し
、図５のステップＳ８の処理に移る。 
本実施形態においては、実際に使用する蛍光薬剤の視認性に関する特性に応じて、マトリ
クス係数Ｍを可変決定（可変設定）するようにしているので、合成画像観察画像としてを
表示する場合、視認性と安定性とを確保した状態で表示することができる。 
従って、本実施形態によれば、蛍光画像の輝度レベルが変動し易い状況においても、術者
等のユーザが、カラーモニタ５に表示される観察画像から、観察部位が病変であるか否か
を判断し易い環境を提供できる。次に、本発明の第２の実施形態を説明する。
【００３６】
（第２の実施形態）
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図７は本発明の第２の実施形態の内視鏡装置１Ｂを示す。内視鏡装置１Ｂは、図１の内視
鏡装置１において、キーボード７から入力される蛍光薬剤の視認性に関する情報としての
例えばＴＢＲ値を、マトリクス係数決定回路８の他に、調光回路４７にも入力する構成に
している。また、マトリクス係数決定回路８から出力されるマトリクス係数Ｍをマトリク
ス回路４１の他に、調光回路４７にも入力する構成にしている。 

第１の実施形態において説明したように、蛍光観察モードにおいては、マトリクス変換を
行う。本実施形態においては、通常観察モードと蛍光観察モードにおいて、適切な明るさ
の内視鏡画像となるように、調光回路４７を用いて照明光量を自動調整、つまり自動調光
する。このために、例えば、切替回路４２ａ, ４２ｂ, ４２ｃの出力信号を調光回路４７
に入力し、調光回路４７は、切替回路４２ａ, ４２ｂ, ４２ｃから出力される画像の明る
さに応じて、自動調光する調光信号を生成する。 
調光回路４７は、自動調光する調光信号を生成するために切替回路４２ａ, ４２ｂ, ４２
ｃから出力される画像の明るさに相当する明るさ信号生成部を構成する明るさ信号生成回
路４７ａを有する。明るさ信号生成回路４７ａは、通常光観察モードにおいては、通常光
画像の明るさに相当する輝度信号ＹをＹ＝０．３０Ｒ＋０．５９Ｇ＋０．１１ＢＧにより
生成する。なお、切替回路４２ａ, ４２ｂ, ４２ｃから出力される画像の画像信号は、（
通常光画像の場合であるが）式（１）の定義に沿った表現を用いると、上記Ｒ，Ｇ，Ｂが
Ｒｏｕｔ，Ｇｏｕｔ，Ｂｏｕｔとなる。　 
【００３７】

また、調光回路４７は、明るさ信号生成回路４７ａから出力される上記輝度信号Ｙの（数
フレーム期間での）平均値と、通常光画像の明るさの目標値との差分に相当する差分信号
を調光信号として絞り２２に出力する。なお、調光回路４７の内部又は外部に、この調光
信号を生成して出力する調光部としての機能を持つ調光信号生成回路を設けるようにして
も良い（以下の蛍光観察モードの場合にも適用しても良い）。 
一方、蛍光観察モードにおいては、蛍光薬剤により蛍光画像部分が病変部や正常部により
、その明るさが変動し易くなる。そのために、調光信号を生成する場合、基本的には、参
照光画像による寄与に比較して蛍光画像により寄与を低く設定することにより、観察する
部位が変化しても、調光信号の明るさが実質的には参照光画像の明るさで主に決定される
ように、切替回路４２ａ, ４２ｂ, ４２ｃから出力される合成画像の明るさに相当する輝
度信号Ｙｆを生成するように設定する。 
このため、蛍光観察モードにおける明るさ信号生成回路４７ａは、例えば調光回路４７の
内部に設けたＬＵＴ４７ｂに格納されたＴＢＲ値に対応付けて変化する調光係数Ｄ（α，
β）を用いて（蛍光観察モードにおける）合成画像の明るさに相当する輝度信号Ｙｆを生
成する。　 
【００３８】

具体的には、蛍光観察モードにおいては、切替回路４２ａ, ４２ｂ, ４２ｃの出力信号を
Ｒｏｕｔ，Ｇｏｕｔ，Ｂｏｕｔとすると、明るさ信号生成回路４７ａは、輝度信号Ｙｆを
図８の表で示す調光係数Ｄを形成する、蛍光画像、参照光画像にそれぞれ乗算される調光
係数要素α，βを用いて
Ｙｆ＝α×Ｒｏｕｔ＋β×Ｇｏｕｔ　（３）
により生成する。前述したように蛍光観察モードにおいては、切替回路４２ａ, ４２ｂ, 
４２ｃにはＧの参照光で撮像した同じ画像が格納されているので、一方のみを用いること
ができる。勿論、ＧｏｕｔとＢｏｕｔとを用いて輝度信号Ｙｆを定義しても良い。 
式（３）は、蛍光画像を表す色成分画像Ｒｏｕｔと参照光画像の色成分画像Ｇｏｕｔとに
それぞれ乗算される調光係数要素α，βにおいて後者が前者よりもかなり大きく設定され
る。 
また、調光回路４７は、明るさ信号生成回路４７ａから出力される上記輝度信号Ｙｆの（
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数フレーム期間での）平均値と、第１の合成画像の明るさの目標値との差分に相当する差
分信号を調光信号として絞り２２に出力する。　 
【００３９】

また、本実施形態においては、以下のようにＴＢＲ値に応じてマトリクス係数Ｍを変更し
た影響も考慮して式（３）の調光係数要素α，βを調整する。 
そして、本実施形態は、蛍光観察モードにおいて、以下のように自動調光する構成及び特
徴を有する。 赤色に割り当てられる蛍光画像と、緑色及び青色に割り当てられる参照光
画像と、を所定の比率で加算して、合成画像の明るさに相当する明るさ信号値を生成する
明るさ信号生成部としての明るさ信号生成回路４７ａと、明るさ信号生成部により生成さ
れた明るさ信号値と、第１の合成画像の明るさの目標値と、を比較した結果に基づき光源
部が発生する光の強度を調整する調光信号を生成する調光部としての調光回路４７又は、
調光信号生成回路を有し、明るさ信号生成部は、蛍光薬剤の視認性に関する情報、又は演
算部を構成するマトリクス回路４１において乗算されるマトリクス係数Ｍに応じて前記所
定の比を調整する。
【００４０】

第１の実施形態及び本実施形態においては、蛍光観察モードにおいては、色割り当て部か
ら出力される複数の色成分画像からＴＢＲ値に応じて、マトリクス係数Ｍを変更して合成
画像を生成し、合成画像を観察画像としてカラーモニタ５で表示する。このため、カラー
モニタ５で表示される観察画像の明るさと、調光に用いる画像の明るさがＴＢＲ値に応じ
て異なってしまう場合が発生する。両者の画像の明るさの差異を補正するように、本実施
形態においては、ＴＢＲ値に応じて、輝度信号Ｙｆを調光係数Ｄ（α，β）により補正し
、両画像での明るさのずれを抑制（低減）する。 具体的には、ＴＢＲ値が大きくなる場
合程、蛍光画像成分による画像の明るさへの寄与が大きくなってしまう影響を補正するた
めに、調光係数要素βの値を大きくして、蛍光画像の視認性の機能が大きくなった場合に
おける蛍光画像成分により画像の明るさが変動し易くなることを抑制する。 
逆にＴＢＲ値が小さくなる（低くなる）場合程、蛍光画像成分による画像の明るさへの寄
与が小さくなってしまう影響を補正するために、調光係数要素αの値を大きくする。図７
におけるその他の構成は、図１等に示す第１の実施形態と同様の構成である。
【００４１】
このような構成による本実施形態の動作を以下に説明する。本実施形態における代表的な
動作は、図９に示すフローチャートのようになる。図９のフローチャートは、図５のフロ
ーチャートにおいて、ステップＳ３とＳ４（又はステップＳ２とＳ３）の間にステップＳ
１１，ステップＳ７とＳ８（又はステップＳ８とＳ９）との間にステップＳ１２の処理を
行う内容となる。 
本実施形態は、内視鏡装置１Ｂの電源が投入されると図５のステップＳ１～Ｓ３と同様の
処理を行う。また、ステップＳ３の処理と共に、ステップＳ１１に示すように調光回路４
７は、切替回路４２ａ, ４２ｂ, ４２ｃから出力される色成分画像から通常光画像の明る
さの調光信号を生成し、絞り２２の開口量を調整して自動調光する。 
ステップＳ１１の後のステップＳ４からステップＳ７までは、図５の場合と同様の処理と
なる。ステップＳ７においてマトリクス係数決定回路８がＴＢＲ値に対応したマトリクス
係数を決定する。また、ステップＳ１２に示すように調光回路４７は、蛍光観察モードに
おいて、ＴＢＲ値に対応した調光信号を生成し、自動調光を行う。ステップＳ１２の処理
の後、ステップＳ８の処理が行われる。その他の動作は第１の実施形態と同様である。
【００４２】
本実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を有すると共に、さらに蛍光観察モー
ドにおいても、蛍光薬剤に応じて、カラーモニタ５に表示される観察画像の擬似カラーの
色調が変化した場合においても、観察や診断に適した適切な明るさを維持するように表示
できる。 
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なお、上述した実施形態においては、通常光観察用の撮像素子と蛍光観察用の撮像素子と
の２つを備えた内視鏡２の場合で説明したが、蛍光観察用の撮像素子を形成するＣＣＤ１
７ｂ側のバリアフィルタ１８の特性を変更して、通常光観察用の撮像素子の機能を持たせ
るようにしても良い。
【符号の説明】
【００４３】
　１…内視鏡装置、２…内視鏡、３…光源装置、４…ビデオプロセッサ、５…カラーモニ
タ、７…キーボード、８…マトリクス係数決定回路、８ａ…ＬＵＴ、８ｂ…補間回路、１
０…被検体、１１…挿入部、１３…モード切替スイッチ、１７ａ，１７ｂ…ＣＣＤ、２１
…キセノンランプ、２２…絞り、２３…回転フィルタ、２６ａ，２６ｂ…モータ、３１…
モード切替回路、３２ａ，３２ｂ，３８，４２ａ，４２ｂ，４２ｃ…切替回路、３３…Ｃ
ＣＤドライバ、４０ａ，４０ｂ，４０ｃ…同時化メモリ、４１…マトリクス回路、４５…
タイミングジェネレータ、４７…調光回路、４７ａ…ＬＵＴ、４８…合成画像生成回路

【図１】 【図２】

【図３】
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